
申し込み　 問い合わせ

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
　
　
　
　10
時
00
分
〜
19
時
00
分

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

窓　　口
業務時間

申し込み 　 問い合わせ

く
ら
し
の
情
報

期
日
＝
〈
縦
覧
・

意
見
書
の
提
出
〉

1
月
29
日
㈪
ま
で

〈
異
議
申
し
出
〉

1
月
30
日
㈫
～
２

月
13
日
㈫
（
土
日

曜
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
農
林
課

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
０
２

建
築
協
定
書
案
を
縦
覧
し
ま
す

　

日
赤
跡
地
生
涯
活
躍
の
ま
ち
事
業

建
築
協
定
書
の
素
案
に
つ
い
て
、
縦

覧
と
公
聴
会
を
実
施
し
ま
す
。

●
縦
覧

期
日
＝
２
月
９
日
㈮
ま
で
（
土
日
曜

を
除
く
）

会
場
＝
市
役
所
建
築
指
導
課

●
公
聴
会
の
開
催

日
時
＝
３
月
８
日
㈭
午
後
２
時

会
場
＝
市
役
所
３
階
31
会
議
室

意
見
書
の
提
出
＝
土
地
所
有
者
な
ど

は
、
２
月
19
日
㈪
（
必
着
）
ま
で
に

郵
送
で
。
住
所
・
氏
名
・
意
見
の
要

旨
を
書
い
た
意
見
書
を
市
役
所
建
築

指
導
課
へ

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

２
月
15
日
㈭
ま
で
に
ば
ら
園
管
理 

事
務
所
（
☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
２ 

８
９
１
）
へ
直
接

区
画
整
理
審
議
会
委
員
が
決
定

　

六
供
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員

が
次
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。
任

期
は
来
年
７
月
18
日
㈭
ま
で
で
す
。

学
識
経
験
委
員
＝
牛
島
勇
さ
ん

区
画
整
理
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
１
２

市
内
河
川
の
断
水
と
清
掃

　

広
瀬
・
佐
久
間
・
吉
野
・
馬
場
・

風
呂
川
、
名
胡
用
水
な
ど
で
、
断
水

に
合
わ
せ
て
河
川
内
を
清
掃
し
ま
す
。

日
時
＝
１
月
31
日
㈬
正
午
～
３
月
７

日
㈬
午
前
９
時

道
路
建
設
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
０
２

農
振
計
画
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す

　

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
う
ち

農
用
地
利
用
計
画
を
、
昨
年
４
月
に

受
け
付
け
た
農
振
除
外
の
個
別
申
出

に
基
づ
い
て
変
更
。
こ
の
変
更
案
を

縦
覧
し
ま
す
。

電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒
３
７
１
‐

０
０
１
７
日
吉
町
二
丁
目
17
‐
10
・ 

総
合
福
祉
会
館
内
市
母
子
寡
婦
会
（
☎ 

０
２
７
‐
２
３
５
‐
３
４
０
６
）
へ

独
創
的
な
近
代
こ
け
し
の
世
界

　

全
群
馬
近
代
こ
け
し
コ
ン
ク
ー
ル

を
開
催
。
創
作
・
新
型
こ
け
し
や
木

地
玩
具
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

日
時
＝
２
月
２
日
㈮
～
６
日
㈫
、
午

前
９
時
～
午
後
５
時
（
６
日
は
午
後

４
時
ま
で
）

会
場
＝
県
庁
１
階
県
民
ホ
ー
ル
（
大

手
町
一
丁
目
）

県
観
光
物
産
国
際
協
会

☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
５
８
０
０

講
演
で
子
育
て
を
考
え
る

　

子
育
て
講
座
「
い
ま
大
切
に
し
た

い
親
子
の
関
わ
り
～
子
ど
も
の
良
さ

に
目
を
向
け
る
」
を
開
催
。
事
前
申

し
込
み
で
先
着
10
人
ま
で
未
就
学
児

の
託
児
を
受
け

付
け
ま
す
。

日
時
＝
２
月
23

日
㈮
午
前
10
時

～
11
時
30
分

会
場
＝
第
二
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
（
前
橋

文
化
財
防
御
演
習
と
検
査
を
実
施

　

１
月
26
日
㈮
は
、
文
化
財
防
火
デ 

ー
で
す
。
市
内
の
貴
重
な
文
化
財
を

火
災
か
ら
守
る
た
め
、
１
月
23
日
㈫

か
ら
25
日
㈭
ま
で
市
内
40
カ
所
の
文

化
財
を
検
査
し
ま
す
。
ま
た
、
１
月

28
日
㈰
午
前
10
時
か
ら
、
大
胡
神
社

（
河
原
浜
町
）
で
、
消
防
署
隊
・
消

防
団
隊
が
集
結
。
障
害
物
の
木
材
の

伐
採
や
一
斉
放
水
な
ど
、
迫
力
の
あ

る
火
災
防
御
演
習
を
行
い
ま
す
。

東
消
防
署

☎
０
２
７
‐
２
８
３
‐
３
３
９
９

親
子
で
一
緒
に
ボ
ウ
リ
ン
グ

　

母
子
・
父
子
家
庭
の
親
子
を
対
象

に
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
２
月
18
日
㈰
午
前
９
時
30
分

会
場
＝
エ
メ
ラ
ル
ド
ボ
ウ
ル
（
国
領

町
二
丁
目
）

対
象
＝
５
歳
～
18
歳
の
母
子
・
父
子

家
庭
児
と
保
護
者
、１
０
０
人
（
抽
選
）

費
用
＝
１
人
３
０
０
円

２
月
２
日
㈮
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ

で
。
住
所
・
氏
名
・
子
ど
も
の
年
齢
・

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年
金
へ
の
加

入
と
保
険
料
の
納
付
が
法
律
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
年
金
は
、
老

後
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、

現
役
世
代
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え

で
作
ら
れ
た
仕
組
み
。
け
が
や
病
気

な
ど
で
一
定
の
障
害
が
残
っ
た
と
き

に
受
け
ら
れ
る
障
害
年
金
な
ど
の
保

障
も
あ
り
ま
す
。
20
歳
に
な
る
と
日

本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
加
入
の

案
内
通
知
を
郵
送
。
保
険
料
を
納
め

る
の
が
難
し
い
場
合
は
、
申
請
で
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
ま
た
は
免
除
さ

れ
る
学
生
納
付
特
例
制
度
や
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
も
あ
り
ま
す
。

将
来
や
万
が
一
の
た
め
に
保
険
料
を

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
４

中
退
共
加
入
企
業
は
補
助
申
請
を

　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
に
加

入
し
た
企
業
へ
補
助
金
を
交
付
。
対

象
企
業
に
は
１
月
下
旬
に
通
知
を
送

付
し
ま
す
。

対
象
＝
平
成
28
年
２
月
～
昨
年
12
月

に
同
制
度
に
新
規
・
追
加
契
約
し
た

市
内
企
業

２
月
５
日
㈪
～
16
日
㈮
に
市
役
所 

産
業
政
策
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐

６
９
８
５
）
へ
直
接

ば
ら
園
緑
化
相
談
所
の
利
用
受
付

　

植
物
な
ど
の
展
示
が
で
き
る
敷
島

公
園
ば
ら
園
緑
化
相
談
所
の
来
年
度

分
の
利
用
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

利
用
希
望
日
が
重
な
っ
た
場
合
は
調

整
を
行
い
、
調
整
以
降
に
空
き
が
あ

る
場
合
は
、
３
月
８
日
㈭
か
ら
順
次

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

面
積
＝
約
１
０
３
平
方
㍍
（
半
面
使

用
可
）

使
用
時
間
・
料
金
＝
〈
午
前
９
時
～

正
午
〉
１
，
０
８
０
円
〈
正
午
～
午

後
５
時
〉
１
，
５
１
０
円
〈
午
前
９

時
～
午
後
５
時
〉
２
，５
９
０
円
（
半

面
使
用
の
場
合
は
半
額
、
販
売
や
入

場
料
な
ど
の
料
金
を
徴
収
す
る
場
合

は
、
料
金
加
算
あ
り
）

申
込
書
の
配
布
＝
公
園
管
理
事
務
所

か
ば
ら
園
管
理
事
務
所
で
。
本
市
ホ 

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

で
き
ま
す

保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

対
象
＝
未
就
学
児
の
子
育
て
に
関
わ

る
人
、
先
着
１
０
０
人

講
師
＝
い
ま
い
ず
み
小
児
科
・
今
泉

千
津
子
さ
ん

１
月
22
日
㈪
～
２
月
16
日
㈮
に
子

育
て
支
援
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
３
へ

赤
城
少
年
自
然
の
家

☎
０
２
７
‐
２
８
７
‐
８
２
２
７

　

ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
を
履
い
て
、
冬
の

赤
城
山
の
自
然
観
察
や
散
策
を
楽
し

み
ま
せ
ん
か
。

期
日
＝
〈
❶
体
験
〉
２
月
４
日
㈰
〈
❷

ハ
イ
キ
ン
グ
〉
２
月
14
日
㈬

対
象
＝
❶
は
小
１
以
上
❷
は
一
般
、

先
着
各
12
人

費
用
＝
❶
は
５
，０
０
０
円
❷
は
３
，

５
０
０
円（
用
具
レ
ン
タ
ル
代
は
別
途
）

同
館
へ

中
央
公
民
館

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
９

　

ウ
ィ
ン
タ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
。

同
館
利
用
団
体
の
前
橋
マ
ン
ド
リ
ン

楽
団
、
ば
ん
の
吹
奏
楽
団
が
出
演
し

ま
す
。

日
時
＝
２
月
25
日
㈰
午
後
１
時
30
分

～
３
時

対
象
＝
一
般
、
先
着
４
０
０
人

同
館
で
入
場
整
理
券
を
配
布

お
知
ら
せ

催
　
し

市長コラム
Mayor’s  Column

　皆さまにおかれましては、健やかに
新春をお迎えになられたこととお慶び
申し上げます。元旦に開催されたニュ
ーイヤー駅伝や前橋初市まつりなどの
にぎわいの中で、前橋の新年が始まり
ました。
　今年は、健康増進の施策充実や先端
技術を生かした取り組みなどを進めま
す。また、４月には第７次総合計画が
スタートします。知恵と勇気と絆を大
切にして、前橋の新しい価値の創造に
努めてまいります。

号
砲
に　

新
春
の
夢　

走
り
出
す
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